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教育訓練給付関係
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教育訓練給付金の概要

○ 労働者の主体的な能力開発を支援するため、雇用保険被保険者又は離職後原則１年以内の者が、厚生労働大臣
が指定する教育訓練を受講・修了した場合にその費用の一部を支給。

○ 講座の内容等に応じ、専門実践・特定一般・一般の３類型を設けている。

専門実践教育訓練給付金 特定一般教育訓練給付金 一般教育訓練給付金

対象
講座

労働者の中長期的キャリア形成に資する専門
的・実践的な教育訓練講座

労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア
形成に資する教育訓練講座

左記以外の雇用の安定・就職の促進に資する
教育訓練講座

給付
内容

○ 受講費用の50％（上限年間40万円）を６
か月ごとに支給。

○ 訓練修了後１年以内に、資格取得等し、就
職等した場合には、受講費用の20％（上
限年間16万円）を追加支給。

○ 受講費用の40％（上限20万円）を受講修
了後に支給。

○ 受講費用の20％（上限10万円）を受講修
了後に支給。

支給
要件 ＋ 雇用保険の被保険者期間３年以上

（初回の場合は２年以上）
＋ 雇用保険の被保険者期間３年以上
（初回の場合は１年以上）

＋ 雇用保険の被保険者期間３年以上
（初回の場合は１年以上）

対象
講座数 2,861講座 573講座 11,833講座

受給
者数

35,906人（初回受給者数） 3,056人 78,226人

支給額 138.3億円 1.9億円 29.8億円

制度
開始 2014年10月 2019年10月 1998年12月

（注）対象講座数は2023年10月時点、受給者数及び支給額は2022年度実績（速報値）。

○ 在職中又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により延長した場合は最大20年以内）に受講を開始したこと
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基本手当（※）支給終了後１年以内就職率 雇用保険適用就職率 正社員就職者率 追加給付受給率

受講開始時離職中かつ平成30年度、令和元年度、令和２年度に教育訓練を修了した者の

雇用保険適用就職率、正社員就職率、追加給付受給率

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（ N=1,995） （ N=3,179 ） （ N=3,921 ）

（※）令和２年度に資格決定が行われたもの。

（参考）

【離職者】専門実践教育訓練給付金受給者の雇用保険適用就職率、正社員就職率、追加給付受給率

○ 受講開始時に離職中で、平成30年度、令和元年度、令和２年度の各年度に教育訓練を修了した者の雇用保険適用就職率は
７割程度、正社員就職率・追加給付受給率は４割程度となっている。

（注）受講開始時に離職中であり、令和３年３月末までに訓練を修了した計9,095名について、令和４年３月末時点の雇用保険適用就職率、正社員就職率、追加給付受給率を集計。 Nは
教育訓練修了者数。追加給付とは、訓練修了後、定められた資格等を取得し、修了日から１年以内に一般被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合に、教育訓練経費の20％
が追加支給されるもの。

(雇用保険適用就職者数/教育訓練修了者数) (正社員就職者数/教育訓練修了者数) (追加給付受給者数/教育訓練修了者数)
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計（N=850）

20～24歳（N=13）

25～29歳（N=99）

30～34歳（N=171）

35～39歳（N=161）

40～44歳（N=90）

45～49歳（N=96）

50～54歳（N=69）

55～59歳（N=60）

60～64歳（N=41）

65歳以上（N=13）

専門実践教育訓練受講後の賃金の変化（受講開始時に就業していなかった者のうち再就職した者）

3割以上増加した 1割以上3割未満増加した １割未満増加した 変わらない 1割未満減少した 1割以上3割未満減少した 3割以上減少した

【離職者】専門実践教育訓練給付金受給者の訓練修了後の賃金の変化（受給者アンケート）

※ 令和４年９月30日～11月22日に、平成29年10月から令和３年９月末時点までの専門実践教育訓練給付受給者78,811名に対し、WEB回答フォームによるアンケート調査を実施（厚生労働
省委託）。7,320名が回答（回収率 9.2%）。
（注１）年齢計の850名には、年齢を回答しなかった者37名を含むため、各年齢の回答者数の合計とは一致しない。
（注２）賃金には資格手当等も含む。

○ 専門実践教育訓練受講者のうち受講開始時に就業しておらず受講後に再就職した者の賃金の変化を見ると、約５割
（47.9％）が前職と比較して再就職後の賃金が増加しており、35歳未満では６割程度の賃金が増加している。

（参考）労働市場全体の転職入職者の賃金変動状況別割合･･･賃金上昇34.8％、賃金減少33.9％（令和４年雇用動向調査）

賃金増加47.9％ 賃金減少33.3％
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50～54歳（N=85）

55～59歳（N=81）

60～64歳（N=66）

65歳以上（N=34）

回答しない（N=51）

就職率・就職の時期（受講開始時に就業していなかった者）

受講中又は受講修了後３か月以内に就職した 受講修了後３～６か月以内に就職した 受講修了後６～12か月以内に就職した 受講修了後１年を超えてから就職した 就職していない

【離職者】専門実践教育訓練金給付受給者の就職率・就職時期（受給者アンケート）

○ 専門実践教育訓練受講者の就職率は約８割となっており、年齢が上がるほど未就職の者が多くなっている。

※ 令和４年９月30日～11月22日に、平成29年10月から令和３年９月末時点までの専門実践教育訓練給付受給者78,811名に対し、WEB回答フォームによるアンケート調査を実施（厚生労働
省委託）。7,320名が回答（回収率 9.2%）。
（注）年齢計の回答者1,099名には、年齢を回答しなかった者51名を含むため、各年齢の回答者数の合計とは一致しない。

就職率77.3％
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追加給付受給率

在職者の専門実践教育訓練給付の追加給付受給率

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（ N=13,372 ） （ N=20,332 ） （ N=25,967 ）

【在職者】専門実践教育訓練給付金受給者の追加給付受給率

○ 在職中に専門実践教育訓練を受講開始した者のうち受講修了後に目標とする資格等を取得した者の割合（追加給付受給率）
を見ると、受講開始年度にかかわらず、概ね60％となっている。
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（注）受講開始時に在職中であり、平成30年度、令和元年度、令和２年度に訓練を開始した者について、訓練期間別に令和４年９月末時点の追加給付受給率を集計。追加給付とは、訓練修了後、
定められた資格等を取得し、修了日から１年以内に一般被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合に、教育訓練経費の20％が追加支給されるもの。
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60～64歳（N=384）
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専門実践教育訓練受講後の賃金の変化（受講時に就業していた者）

3割以上増加した 1割以上3割未満増加した １割未満増加した 変わらない 1割未満減少した 1割以上3割未満減少した 3割以上減少した

※ 令和４年９月30日～11月22日に、平成29年10月から令和３年９月末時点までの専門実践教育訓練給付受給者78,811名に対し、WEB回答フォームによるアンケート調査を実施
（厚生労働省委託）。7,320名が回答（回収率 9.2%）。
（注１）年齢計の6176名には、年齢を回答しなかった者142名を含むため、各年齢の回答者数の合計とは一致しない。
（注２）賃金には資格手当等も含む。

【在職者】専門実践教育訓練給付金受給者の訓練修了後の賃金の変化（受給者アンケート）

○ 専門実践教育訓練受講者のうち受講開始時に就業していた者の約４割（39.7％）が受講後に賃金が増加しており、
40歳未満では５割以上の賃金が増加している。

賃金増加39.7％
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○ 受講開始時に離職中で、令和２年度に教育訓練を修了した者の雇用保険適用就職率は、一般は64.4％、特定一般は67.5％。
正社員就職率は、一般は32.9％、特定一般は35.6％となっている。

（N=33,098)
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雇用保険適用就職率 正社員就職率

受講開始時離職中かつ令和2年度に一般教育訓練・特定一般教育訓練を修了した者の

雇用保険適用就職率・正社員就職率

一般教育訓練給付金受給者 特定一般教育訓練給付金受給者

（注）受講開始時に離職中であり、令和２年度に教育訓練を修了した者について、令和４年３月末時点の雇用保険適用就職率、正社員就職率を集計。 Nは教育訓練修了者数。

（N=489)

(雇用保険適用就職者数/教育訓練修了者数) (正社員就職者数/教育訓練修了者数)

【離職者】一般・特定一般教育訓練給付金受給者の雇用保険適用就職率・正社員就職率
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【離職者】特定一般教育訓練給付金受給者の講座受講の効果（受給者アンケート）

※ 令和４年９月30日～11月22日に、令和元年10月から令和３年９月末時点までの特定一般教育訓練給付受給者2,457名に対し、WEB回答フォームによるアンケート調査を実施（厚生労働省
委託）。311名が回答（回収率12.6%）。
（注）賃金には資格手当等も含む。
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7.8%

受給者が感じている講座受講の

効果（N=51）

○ 特定一般教育訓練受講者のうち受講開始時に就業していなかった者に、講座の受講の効果を尋ねたところ、92.2％が何らかの効
果を感じており、そのうち「早期に就職できた」が31.4％、「希望の職種・業界で就職できた」が29.4％となっている。また、訓練受講
後の再就職により43.6％が賃金が増加したとしている。ただし、制度創設から間もないため、回答者数が少ないことに留意が必要。

３割以上増加

した

25.6%
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5.1%

１割以上
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2.6%

３割以上減少

した

28.2%

訓練受講後の賃金の変化（受講開始時に就業

していなかった者のうち再就職した者）

（N=39）

賃金増加
43.6％
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特定一般教育訓練受講後の賃金の変化（受講時に就業していた者）

3割以上増加した 1割以上3割未満増加した １割未満増加した 変わらない 1割未満減少した 1割以上3割未満減少した 3割以上減少した

※ 令和４年９月30日～11月22日に、令和元年10月から令和３年９月末時点までの特定一般教育訓練給付金受給者2,457名に対し、WEB回答フォームによるアンケート調査を実施
（厚生労働省委託）。311名が回答（回収率 12.6%）。
（注）賃金には資格手当等も含む。

【在職者】特定一般教育訓練給付金受給者の訓練修了後の賃金の変化（受給者アンケート）

○ 特定一般教育訓練受講者のうち受講開始時に就業していた者の約３割（26.3％）が受講後に賃金が増加しており、
40歳未満では４割以上で賃金が増加している。

賃金増加26.3％
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ＩＴ、データアナリティクス、プロジェクトマネジメント、技術研究、営業 /マーケティング、
経営・企画に関連する指定講座（主なもの）

分野 関連講座 講座例

プロジェクトマネジメント

IT、データアナリティクス

営業／マーケティング、
経営・企画

専門実践教育訓練
②専門学校の職業実践専門課程

（情報処理 、情報）
⑥第四次産業革命スキル習得講座

技術研究

プログラミング
システム開発

ＩｏＴ／ＡＩ人材育成講座
データサイエンティスト養成講座

専門実践教育訓練
③専門職大学院（ビジネス・ＭＯＴ）

マネジメント
経営管理

専門実践教育訓練
②専門職大学院（ビジネス・ＭＯＴ）

マーケティング
経営管理

※ 講座の一部の内容が、当該分野に関連するものを含む。

一般教育訓練
ＰＭＰ試験対策講座

（Project Management Professional）

専門実践教育訓練
④大学等の職業実践力育成プログラム
（正規課程）（その他）

人工知能科学研究
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観光・物流分野に関連する指定講座（主なもの）

大型自動車第一種免許
中型自動車第一種免許
大型自動車第二種免許
準中型自動車第一種免許
大型特殊自動車免許
普通自動車第二種免許
けん引免許
フォークリフト運転技能講習

※ 一般教育訓練においても、輸送・機械運
転関係講座を指定。

観光
専門実践教育訓練
②専門学校の職業実践専門課程
（商業実務、文化、ビジネス、旅行）

全国通訳案内士試験・英語
ＴＯＥＩＣなど外国語講座
国内旅行業務取扱管理者試験等

分野 関連講座 講座例

物流
（バス、トラック、特殊車

両に関する免許）

特定一般教育訓練
①資格の取得を訓練目標とする課程

その他観光に関連するもの 一般教育訓練

観光サービス
トラベルビジネス
※ 旅行やホテル業界において、必要な

サービスから経営までの幅広い専門知
識を習得するもの。
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（参考） j o b  t a g（日本版O - N E T）のフル活用で労働市場改革をめざす

13Job tag（じょぶたぐ） https://shigoto.mhlw.go.jp/User

⚫ 職業情報提供サイト（job tag（日本版O-NET））は、「ジョブ」（職業、仕事）、「タスク」（仕事の内容を細かく分解したもの、作業）、「スキル」
（仕事をするのに必要な技術・技能）等の観点から職業情報を「見える化」し、求職者等の就職活動や企業の採用活動等を支援するWebサイト。

⚫ 利用者の立場や志向に合わせて、さまざまな方法で職業を検索でき、約500の職業について、業務内容、求められるスキル・知識、賃金、求人倍率などを
確認することができる。

job tagの職業情報や各種ツールは、求職者、求人者のほか、さまざまな機関等で活用されている。

労働時間や就業者数
なども掲載

企業内で必要となるタスクやスキルの整理及びこれに基づく人材の育成・評価、選考基準の作成
等に活用でき、職務給の導入やジョブ型人事への移行を効果的に促進する労働市場インフラとし
て機能する。

第18回新しい資本主義実現会議

（令和５年５月16日）厚生労働

大臣提出資料から抜粋



教育訓練支援給付金関係
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在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により延長した場合は最大20年以内）の者が、厚生労働
大臣の指定する専門的・実践的な教育訓練（専門実践教育訓練）を受ける場合に、訓練費用の一定割合を支給するもの

○ 受講費用の50％（上限年間40万円）を６か月ごとに支給

○ 訓練修了後１年以内に、資格取得等し、就職等した場合には、受講費用の20％（上限年間16万円）を追加支給

※ 10年間での支給限度額（原則168万円）が設定されている。

○ 専門実践教育訓練（通信制・夜間制を除く。）を受講し、修了する見込みのある者で一定の要件を満た
す者に対して、訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の80％を訓練受講中に２か月ごとに支給。

（主な要件）
・ 一般被保険者でなくなった日から１年（一定の場合は最大４年）以内に受講開始日がある者であること。
・ 受講開始日において45歳未満であること。
・ 失業の認定を受けていること。
・ 基本手当が支給されていないこと。
・ 初めて専門実践教育訓練を開始した者であること。
・ 受講開始日が令和７年３月31日以前であること（令和6年度末までの暫定措置として実施。）。

教育訓練支援給付金の概要

給付の内容

○ 雇用保険の被保険者期間３年以上（初回の場合は２年以上）を有する者

支給要件

教育訓練支援給付金の概要

専門実践教育訓練給付金の概要
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※ 専門実践教育訓練給付受給者のうち教育訓練支援給付金受給者の多い順から15コース（全体の約8割）について抽出している。それ以外のコースの受給者数は、令和元年度は614人、令和
２年度は631人、令和３年度は701人。

※ このデータは、令和4年6月末時点における処理データから訓練開始日が属する年度を基準として各年度区分を整理し、特別集計したもの。各年度の総数は他の業務統計と一致しない。
※ 職業実践専門課程（工業関係）の主な訓練内容は、ゲームプログラム・CGアニメーション・Webプログラムなど。
※ 訓練内容の（）カッコ書きは、訓練期間。

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

作業療法士（3年）

理学療法士（3年）

保育士（2年）

職業実践専門課程（工業関係）（2年）

社会福祉士（1年）

助産師（1年）

調理師（1年）

栄養士（管理栄養士除く）（2年）

あん摩マッサージ師（3年）

言語聴覚士（2年又は3年）

第四次産業革命スキル習得講座（4月～1年）

歯科衛生士（3年）

はり師（3年）

准看護師（2年）

看護師（3年）

主な訓練内容別受給者数

令和元年度（N=3,549） 令和２年度（N=3,596） 令和3年度（N=3,703）

（人）
（訓練内容）

教育訓練支援給付金受給者の主な受講内容

○ 直近3か年度の教育訓練支援給付金受講者の受講内容を見ると、各年度とも、看護師・准看護師が資格取得を目標とする
講座の受講者が最も多い。令和３年度では、次いで、はり師、歯科衛生士、第四次産業革命スキル習得講座と続いている。
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教育訓練支援給付金受給者の雇用保険適用就職率、正社員就職率、追加給付受給率

○ 受講開始時離職中かつ令和２年度に専門実践教育訓練を修了した者について、雇用保険適用就職率、正社員就職率、追加
給付受給率を見ると、教育訓練支援給付金の受給者の方が非受給者に比べていずれも高くなっている。

○ なお、教育訓練支援給付金の対象である45歳未満の者に限定して比較した場合も、支援給付金受給者の方が非受給者より就
職率等は高くなっている。

（ N=1,482） （ N=2,439 ） (N=1,180)

（注）受講開始時に離職中であり、令和２年度中に専門実践教育訓練を修了した計3,921名のうち、教育訓練支援給付金受給者と教育訓練支援給付金非受給者について、それぞれ
令和４年３月末時点の雇用保険適用就職率、正社員就職率、追加給付受給率を集計。 Nは教育訓練修了者数。追加給付とは、訓練修了後、定められた資格等を取得し、修了
日から１年以内に一般被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合に、教育訓練経費の20％が追加支給されるもの。

76.4%

56.5%
61.7%

67.2%

29.2% 28.2%

62.4%

24.7%
31.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

雇用保険適用就職率 正社員就職率 追加給付受給率

教育訓練支援給付金受給者 教育訓練支援給付金非受給者 教育訓練支援給付金非受給者(45歳未満）

受講開始時離職中かつ令和２年度中に専門実践教育訓練を修了した者の
雇用保険適用就職率、正社員就職率、追加給付受給率

（教育訓練支援給付金の受給者・非受給者）

(雇用保険適用就職者数/教育訓練修了者数) (正社員就職者数/教育訓練修了者数) (追加給付受給者数/教育訓練修了者数)
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教育訓練給付の一人当たりの支給金額・期間

18

※平均給付期間については、令和４年度の業務統計値を用いて以下のとおり算出。
基本手当（基本分）：受給者実人員（年度計）÷初回受給者数、専門実践教育訓練：受給者実人員（年度計）×６か月（６か月おきに支給のため）
÷初回受給者数、教育訓練支援給付金：受給者実人員（年度計）×２か月（２か月おきに支給のため）÷初回受給者数

【参考】

基本手当（基本分）

教育訓練給付

教育訓練給付金

（一般・特定一般）

教育訓練給付金

（専門実践）
教育訓練支援給付金

29歳以下 417,383 51,130 532,227 2,664,489

30～44歳 506,896 40,530 442,723 3,085,026

45～59歳 644,228 31,703 250,380 －

60歳以上 622,907 24,531 190,213 －

計 553,827 38,907 386,706 2,865,817

【平均受給額（円）】

【平均給付期間（月）】

【参考】

基本手当（基本分）

教育訓練給付

教育訓練給付金

（一般・特定一般）

教育訓練給付金

（専門実践）
教育訓練支援給付金

29歳以下 3.49 － 14.95 23.21

30～44歳 4.02 － 13.70 25.82

45～59歳 4.79 － 10.12 －

60歳以上 4.99 － 8.79 －

計 4.34 － 12.57 24.46
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訓練期間中の生活を支えるため
の新たな給付や融資制度の創設

関係

19



求職者支援訓練
又は

公共職業訓練
(受講費は無料)

訓練期間中の
生活支援

自発的な教育訓練
訓練期間中の
生活支援

在
職
者

雇用保険
被保険者

△
（求職者の場合）

×

◎教育訓練給付

（受講費用の20～70％
を給付）

×

上記以外 ○

○職業訓練受講手当
（10万円）

※ 求職者支援訓練等の受講
者で収入や資産が一定額
以下の者

× ×

求
職
者

雇用保険
受給者

○

◎基本手当
（離職前賃金の50～80％）

＊ 公共職業訓練等の受講期
間は所定給付日数を超え
て支給

◎教育訓練給付

（受講費用の20～70％
を給付）

◎基本手当
(離職前賃金の50～80％)

受給
終了後

○職業訓練受講手当
（10万円）

※ 求職者支援訓練等の受講
者で収入や資産が一定額
以下の者

○教育訓練支援給付金

※ 初めての専門実践教育訓練

の受講で、45歳未満等の者

上記以外※１ × ×

個人向け教育訓練支援について

有給教育訓練休暇の賃金助成
（人材開発支援助成金）

長期教育訓練休暇制度を導入し、
実際に適用した事業主に、有給
休暇分の賃金を助成

自発的訓練への助成
（人材開発支援助成金）

労働者が自発的に受講した訓練
費用を負担する事業主に助成

※１ フリーランス等で雇用者を目指す者を含む。 20

未定稿

（注）雇用保険を中心に厚生労働省所管分野の支援をまとめている。



（１）概要
一般被保険者が失業した場合において、失業状態にあることの認定を行った上で支給。

（２）支給要件
離職の日以前２年間に、被保険者期間*が12か月（倒産、解雇等による場合は１年間に６か月）以上あること。

（３）給付額
離職前賃金の50～80%相当額
所定給付日数は、離職理由、年齢等による。正当な理由がない自己都合離職の場合は90日～150日。

（４）給付を受けた場合の被保険者期間の扱い
基本手当を受給した場合、離職前の被保険者期間は、次に基本手当を受給する際の受給資格の決定や所定給付日数
の算定に用いる期間から除かれる。

雇用保険制度における給付（基本手当・育児休業給付）

（１）概要
１歳（一定の場合には最長で２歳）未満の子を養育するための育児休業を行う場合に支給。

（２）支給要件
休業の開始日前２年間に、被保険者期間*が12か月以上あること。

（３）給付額
休業開始前賃金の67％相当額（育児休業開始から180日まで）、50％相当額（181日以降）。

（４）給付を受けた場合の被保険者期間の扱い

育児休業給付を受給した場合でも、休業前の被保険者期間は、基本手当を受給する際の受給資格の決定や所定給付日
数の算定に用いる期間に含まれる。（ただし、所定給付日数の算定の際、給付を受給する休業期間は除かれる。）

育児休業給付

基本手当

＊賃金支払の基礎となった日数が11日以上又は賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月 21



既存の職業訓練等の受講や就職に対する融資制度

融資制度 対象者 融資額（上限額） 融資主体

求職者支援資金融資 職業訓練受講給付金受給者 単身者：５万円×訓練月数
配偶者等がいる者：10万円×訓練月数
※一括融資

各地域の
労働金庫

技能者育成資金融資 職業能力開発総合大学校又
は公共職業能力開発施設の
学卒者訓練の受講者
※ 成績基準を満たし、父母等の所得
が基準額以下

（１年当たり）36万円～69万円
※一括融資

※職業訓練の課程区分や自宅又は自宅外通校
に応じる。入校料の上乗せ可。

各地域の
労働金庫

就職促進資金融資 アイヌ地区住民

※ 職業紹介により常用労働者として就
職すること、就職に際し初期費用の
資金貸付が必要な者、暴力団員でな
いこと等

世帯主：20万円
以外：15万円

※常用労働者として１年間雇用された場合には返
済免除

北海道
労働金庫

教育訓練受講者支援
資金融資
（平成30年度末に新規受付
終了）

教育訓練支援給付金受給者 ７万円×訓練月数
※一括融資 各地域の

労働金庫

訓練・生活支援資金
融資
（平成23年9月開講分の訓練
をもって新規受付を終了）

訓練・生活支援給付金受給者

※ 緊急人材育成支援事業（平成23年9
月開講分の訓練をもって終了）により、
訓練の受講者に対して支給

被扶養者なし：５万円×訓練月数
被扶養者有：８万円×訓練月数

※訓練修了６か月後までに、６か月以上の雇用
が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険
者資格を取得した場合には、貸付額の50％に
相当する額を返済免除

各地域の
労働金庫

22※ ハローワーク等で貸付要件の確認などの手続きを行った上で、各労働金庫へ融資申込を行う。


